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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光ユニットと、
　前記発光ユニットが取り付けられる器具本体と、
を有し、
　前記発光ユニットは、
　発光素子と、
　前記発光素子が実装される発光素子基板と、
　前記発光素子基板を支持する支持部材と、
　前記発光素子を覆う主カバー部と、前記主カバー部の両端をそれぞれ覆うように取り付
けられるエンドカバーとを備え、前記発光素子から照射される光を透過する透光性カバー
と、
を有し、
　前記エンドカバーは、
　前記支持部材側に突出する少なくとも２つの突出部
を有し、
　前記支持部材は、
　前記突出部の内側にそれぞれ設けられた移動規制部
を有する
照明装置。
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【請求項２】
　前記移動規制部は、前記支持部材の一部を切り起こして前記突出部の内側でそれぞれ立
ち上がるように形成される
請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記支持部材は、
　前記発光素子基板を支持する基板支持面と、
　前記基板支持面に対して前記発光素子からの光照射方向に突出し、前記エンドカバーの
前記突出部の外側を覆う凸部と、
を備え、
　前記支持部材の前記凸部及び前記移動規制部は、前記エンドカバーの前記突出部を挟持
する
請求項１又は２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記エンドカバーは、
　前記突出部に形成されて前記支持部材に係合される係合部
を有し、
　前記支持部材は、
　前記エンドカバーの前記係合部と係合可能に形成された被係合部
を有する
請求項１から３のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記エンドカバーは、
　前記係合部として、前記突出部の前記支持部材対向面に設けられた爪部
を有し、
　前記支持部材は、
　前記被係合部として、前記爪部と対向する位置に形成された孔部
を有する
請求項４に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記エンドカバーは、
　前記係合部として、孔部
を有し、
　前記支持部材は、
　前記被係合部として、前記孔部と対向する位置に形成された爪部
を有する
請求項４に記載の照明装置。
【請求項７】
　発光素子と、
　前記発光素子が実装される発光素子基板と、
　前記発光素子基板を支持する支持部材と、
　前記発光素子を覆う主カバー部と、前記主カバー部の両端をそれぞれ覆うように取り付
けられるエンドカバーとを備え、前記発光素子から照射される光を透過する透光性カバー
と、
を有し、
　前記エンドカバーは、
　前記支持部材側に突出する少なくとも２つの突出部
を有し、
　前記支持部材は、
　前記突出部の内側にそれぞれ設けられた移動規制部
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を有する
照明装置用発光ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置及び照明装置用発光ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、蛍光灯等の発光体が照明器具の器具本体に取り付けられ、器具本体が天井や壁等
の被取付面に取り付けられる照明装置が広く用いられている。また、近年、発光素子とし
て、従来用いられてきた白熱電球や蛍光灯に比べて消費電力が少なく、耐久性にも優れた
発光ダイオード（ＬＥＤ：Light Emitting Diode）が多く用いられている。
　このため、ＬＥＤを発光素子として使用した、天井又は壁取付用の照明装置が多数提案
されている。例えば、以下の特許文献１には、発光素子を備える発光ユニットを天井等に
取り付けられた器具本体に取り付けて、発光ユニットに対して電力を供給することにより
、発光ユニットを発光させる照明装置が開示されている。また、例えば以下の特許文献２
には、板金製の器具本体に板金製の反射笠を止め金具にて取り付ける照明装置が開示され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１７９０１４号公報
【特許文献２】特許第４０４５７８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した照明装置では、長尺状の照明装置の両端を覆う部材（例えば特許文献１におい
てカバー部材３（以下主カバー部と記載する）の長手方向両端の開口３２に取り付けられ
る蓋体３５（以下エンドカバーと記載する））が設けられる。このような長尺状の照明装
置の両端を覆うエンドカバーは、例えば、エンドカバーに設けられた爪部が主カバー部や
他の部材に設けられた孔部に係合されることにより照明装置に固定される。
　しかしながら、このようにして取り付けられたエンドカバーは、照明装置に完全に固定
されず、位置が移動するおそれがある。
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、取付部材に取り付けられた
エンドカバーの位置が移動することを防止する照明装置及び照明装置用発光ユニットの提
供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様に係る照明装置は、発光ユニットと、前記
発光ユニットが取り付けられる器具本体と、を有し、前記発光ユニットは、発光素子と、
前記発光素子が実装される発光素子基板と、前記発光素子基板を支持する支持部材と、前
記発光素子を覆う主カバー部と、前記主カバー部の両端をそれぞれ覆うように取り付けら
れるエンドカバーとを備え、前記発光素子から照射される光を透過する透光性カバーと、
を有し、前記エンドカバーは、前記支持部材側に突出する少なくとも２つの突出部を有し
、前記支持部材は、前記突出部の内側にそれぞれ設けられた移動規制部を有することを特
徴とする。
【０００７】
　また、本発明の一態様に係る照明装置用発光ユニットは、発光素子と、前記発光素子が
実装される発光素子基板と、前記発光素子基板を支持する支持部材と、前記発光素子を覆
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う主カバー部と、前記主カバー部の両端をそれぞれ覆うように取り付けられるエンドカバ
ーとを備え、前記発光素子から照射される光を透過する透光性カバーと、を有し、前記エ
ンドカバーは、前記支持部材側に突出する少なくとも２つの突出部を有し、前記支持部材
は、前記突出部の内側にそれぞれ設けられた移動規制部を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、取付部材に取り付けられたエンドカバーの位置が移動することを防止
することができる照明装置及び照明装置用発光ユニットを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態に係る照明装置の外観を説明する斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る照明装置の外観を説明する正投影図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る照明装置の発光ユニット側からの外観を説明する斜視
図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る照明装置の構成を説明する断面図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る照明装置の器具本体の外観を説明する斜視図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る照明装置に設けられる、発光ユニットの位置を規制す
る位置規制部材を説明する図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る照明装置の発光ユニットの外観を説明する斜視図であ
る。
【図８】本発明の一実施形態に係る発光ユニットの断面図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る発光ユニットの構成を示す分解斜視図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係る発光ユニットが備える透光性カバーと支持部材の係
合部を示す分解斜視図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る発光ユニットが備える透光性カバーの主カバー部と
支持部材の係合部を示す側面図である。
【図１２】本発明の他の実施形態に係る発光ユニットの断面図である。
【図１３】本発明の他の実施形態に係る発光ユニットの他の構成例を示す断面図である。
【図１４】本発明の他の実施形態に係る発光ユニットの他の構成例が備える透光性カバー
のエンドカバーと支持部材の係合部を示す側面図である。
【図１５】本発明の一実施形態に係るエンドカバーの構成例を説明する正投影図である。
【図１６】本発明の他の実施形態に係る発光ユニットが備える透光性カバーのエンドカバ
ーと支持部材の係合部を示す斜視図である。
【図１７】本発明の一実施形態に係る基板群の構成例を説明する平面図である。
【図１８】本発明の一実施形態に係る基板群の他の構成例を説明する平面図である。
【図１９】本発明の一実施形態に係る配線の接続の構成例を説明する断面斜視図である。
【図２０】本発明の一実施形態に係る支持部材の構成例を説明する斜視図である。
【図２１】本発明の一実施形態に係る基板固定部材２５の配置を説明する斜視図である。
【図２２】本発明の一実施形態に係る基板固定部材２５の構成例を説明する正投影図であ
る。
【図２３】本発明の一実施形態に係る基板固定部材２５の他の構成例を説明する正投影図
である。
【図２４】本発明の一実施形態に係る反射部品を基板固定部材２５に取り付けた状態を説
明する斜視図である。
【図２５】本発明の一実施形態に係る反射部品を基板固定部材２５に取り付けた状態を説
明する断面図である。
【図２６】本発明の一実施形態に係る基板群の構成例を説明する平面図である。
【図２７】本発明の一実施形態に係る電源部の構成を説明する分解斜視図である。
【図２８】本発明の一実施形態に係る配線を保護する保護機構を説明する断面図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１０】
　以下、本発明の一実施形態に係る照明装置について説明する。なお、以下の実施形態に
おいて、照明装置が天井に取り付けられた場合に天井と対向する方向を照明装置の上方向
とし、床方向を照明装置の下方向として説明する場合がある。また、図中、照明装置が天
井に取り付けられた場合に鉛直上向き方向（天井方向）をＺ方向、床方向を－Ｚ方向とす
る場合がある。このとき、長尺形状の照明装置の長手方向の一方向をＸ方向、他方向を－
Ｘ方向とし、長尺形状の照明装置の幅方向の一方向をＹ方向、他方向を－Ｙ方向とする場
合がある。
【００１１】
［照明装置の全体構成］
　図１は、本発明の一実施形態に係る照明装置１の外観を示す斜視図である。
　図２は、照明装置１の外観を示す正投影図であり、図２（Ａ）は照明装置１の上面図、
図２（Ｂ）は照明装置１の側面図、図２（Ｃ）は照明装置１の底面図、図２（Ｄ）は照明
装置１の正面図、図２（Ｅ）は照明装置１の背面図である。また、図２（Ｂ）は照明装置
１の右側面図であり、照明装置１の左側面図は、右側面図と略同様であるため図示を省略
する。
　図３は、照明装置１の発光ユニット２０側からの外観を示す斜視図である。
　図４は、照明装置１の構成を示す断面図である。
【００１２】
　照明装置１は、例えば天井又は壁等の被取付面に取り付けられる照明装置用器具本体（
以下、器具本体と記載する）１０と、発光素子２１を備えており器具本体１０に取り付け
られる照明装置用発光ユニット（以下、発光ユニットと記載する）２０とを備える。
　発光ユニット２０は、例えばＬＥＤ等の発光素子２１と発光素子２１が実装された基板
群２３とを覆う透光性カバー２２とを備える。
　器具本体１０は、発光ユニット２０の透光性カバー２２が入り込むように発光ユニット
２０が取り付けられる発光ユニット取付凹部１１１を備える。器具本体１０の発光ユニッ
ト取付凹部１１１は、開口端に向かって広がっており、発光ユニット２０は、発光ユニッ
ト取付凹部１１１の内壁面に接触している。
【００１３】
［器具本体］
　以下、器具本体１０の構成を説明する。
　図５は、器具本体１０の外観を示す斜視図であり、図５（Ａ）は、器具本体１０の上方
向からの外観を示す斜視図であり、図５（Ｂ）は、器具本体１０の下方向からの外観を示
す斜視図である。
　図６は、器具本体１０に設けられる、発光ユニット２０の位置を所定位置に規制する位
置規制部材を示す図である。
　図５及び図６に示すように、器具本体１０は、取付部材１１と、側板１２（１２ａ及び
１２ｂ）と、バネ部１３（１３ａ及び１３ｂ）と、端子台１４と、吊りボルト用孔部１５
と、電力供給ケーブル用孔部１６と、を備えている。
【００１４】
　以下、器具本体１０の各部について詳細に説明する。
（取付部材）
　取付部材１１は、発光ユニット２０を取り付けるための発光ユニット取付凹部１１１と
、発光ユニット取付凹部１１１を挟んで形成され、一方向に長く延びる側縁部１１２と、
発光ユニット取付凹部１１１の底部である底板部１１４と、を備える。すなわち、取付部
材１１は、長尺状に形成されている。
　発光ユニット取付凹部１１１は、金属板等の材料を曲げ加工することにより、発光素子
２１と発光素子２１を覆う透光性カバー２２とを含む発光ユニット２０の透光性カバー２
２が入り込むように開口が設けられて形成される。発光ユニット取付凹部１１１は発光ユ
ニット取付凹部１１１の開口端縁に向かって広がっている。
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【００１５】
　側縁部１１２は、例えば図５（Ｂ）に示す第１側縁部１１２ａ及び第２側縁部１１２ｂ
からなる。側縁部１１２は、発光ユニット２０に向かって突出する突形状を有している。
なお、第１側縁部１１２ａ及び第２側縁部１１２ｂの少なくとも一方が発光ユニット２０
に向かって（すなわち図５中の－Ｚ方向に向かって）突出する突形状を有していればよい
。
　底板部１１４は、天井や壁等の被取付面と対向しており、照明装置１を被取付面に取り
付けるための吊りボルト用孔部１５や、電力供給ケーブル４０を照明装置１内に引き込む
ための電力供給ケーブル用孔部１６等を備えている。
【００１６】
（側板）
　側板１２は、取付部材１１の両端を覆うように取付部材１１に取り付けられる。図５（
Ｂ）に示すように、第１側板１２ａは、取付部材１１の一端を覆うように取り付けられる
。第２側板１２ｂは、取付部材１１の他端を覆うように取り付けられる。取付部材１１の
両端に第１側板１２ａ及び第２側板１２ｂが取り付けられることにより、発光ユニット２
０を取り付けるための発光ユニット取付凹部１１１が形成される。
　すなわち、「発光ユニット取付凹部１１１」とは、第１側縁部１１２ａ及び第２側縁部
１１２ｂ、並びに第１側板１２ａ及び第２側板１２ｂで囲まれる空間を示す。また、取付
部材１１に第１側板１２ａ及び第２側板１２ｂを取り付けることにより、開口が形成され
る。
【００１７】
　側板１２は、例えば、取付部材１１と同様に金属板等の材料を曲げ加工することにより
形成される。この場合、側板１２の耐熱性が高く、また発光ユニット２０の熱を側板１２
又は側板１２が取り付けられた取付部材１１を介して放熱することができるため好ましい
。
　側板１２は、樹脂材料により形成されてもよい。側板１２は、例えば樹脂材料を射出成
形することにより形成される。この場合、側板１２の成形性が向上し、取付部材１１との
係合部が形成しやすくなる。
【００１８】
　また、側板１２は、発光素子２１の発光を制御する機能部を備えていてもよい。側板１
２は、発光素子２１の発光を制御する機能部として、例えば受光部、無線受信部、センサ
又はスイッチ部の少なくとも１つを備えていてもよい。
　受光部としては、例えば、赤外線受光部が挙げられる。赤外線受光部は、例えばリモー
トコントローラの赤外線発光部からの赤外線を受信する受光部である。側板１２は、例え
ば取付部材１１に対向する側に、赤外線受光部で検出した赤外線信号を増幅する赤外線信
号増幅回路や、赤外線受光部で検出した赤外線信号に基づいて発光ユニット２０の発光を
制御する制御部を備えている。
【００１９】
　また、赤外線受光部等の受光部の他に、無線受信部として、例えば、リモートコントロ
ーラの無線送信部からの通信を受信する無線ＬＡＮ（Local Area Network）やＢｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（登録商標）の受信部が挙げられる。センサとしては、例えば赤外線、超音波、
可視光等による人感センサが挙げられる。スイッチ部としては、例えば、引き紐が取り付
けられたプルスイッチが挙げられる。
【００２０】
　側板１２が樹脂材料で形成されている場合、成形性が向上するため、機能部の追加が容
易となる。
　また、側板１２に機能部が設けられることにより、発光ユニット２０に受光部、無線受
信部、センサ又はスイッチ部等の機能部を設ける必要がないため、発光ユニット２０のス
ペース効率や発光性が低下することがない。そして、器具本体１０側に各機能部が設けら
れるため、照明装置１に付加された機能が異なっていても、発光ユニット２０を共通とす
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ることができる。
【００２１】
　また、発光ユニット２０に機能部を追加する場合と異なり、消耗品である発光ユニット
２０の交換時には発光ユニット２０のみを交換し、照明装置１に追加する機能を変更した
い場合には、機能部を備える側板１２のみを交換すればよい。
　このため、例えば照明装置１の点灯、消灯のための機能を追加したり、プルスイッチが
設けられた照明装置１をリモートコントローラによる点灯、消灯機能を備えた照明装置１
に変更することが容易となる。
【００２２】
　図６（Ａ）及び図６（Ｂ）に示すように、器具本体１０は、発光ユニット２０の取り付
け位置を規制する位置規制部材１１３を備えていてもよい。位置規制部材１１３は、発光
ユニット取付凹部１１１に配置される。位置規制部材１１３は、発光ユニット２０が器具
本体１０に取り付けられた際に発光ユニット２０と接触する。これにより、発光ユニット
２０は、発光ユニット取付凹部１１１内の所定の位置に位置決めされる。
【００２３】
　例えば図６（Ａ）に示すように、位置規制部材１１３は、発光ユニット取付凹部１１１
の内壁から発光ユニット取付凹部１１１内に突出して設けられていてもよい。このとき、
位置規制部材１１３は、発光ユニット取付凹部１１１の内壁に固定された金属材料等から
なり、発光ユニット取付凹部１１１とは別部材で形成されている。また、位置規制部材１
１３は、発光ユニット取付凹部１１１及び側縁部１１２と一体に形成されるように取付部
材１１の金属板を曲げ加工して形成してもよい。具体的には、発光ユニット取付凹部１１
１の内壁の一部に切込みを形成し、その切込みが発光ユニット取付凹部１１１内に突出す
るように金属板を折曲げることにより、例えば断面コ字状又は断面Ｕ字状の突出部である
位置規制部材１１３を形成することができる。
【００２４】
　また、例えば図６（Ｂ）に示すように、位置規制部材１１３は、発光ユニット取付凹部
１１１の側板１２に配置されていてもよい。このとき、位置規制部材１１３は、発光ユニ
ット取付凹部１１１の側板１２に突出して設けられる。具体的には、器具本体１０に発光
ユニット２０を取り付けた際に発光ユニット２０と対向する対向領域（図６（Ｂ）におい
て点線で示す領域）において、側板１２の一部を発光ユニット取付凹部１１１に向かって
折り曲げることにより、位置規制部材１１３が形成される。
【００２５】
（バネ部）
　図５（Ｂ）に示すように、バネ部１３は、例えば取付部材１１の底板部１１４に固定さ
れる。バネ部１３は、後述する発光ユニット２０のバネ受部２７と係合することにより発
光ユニット２０を器具本体１０の発光ユニット取付凹部１１１に取り付けた状態を維持す
ることに利用される。具体的には、第１バネ部１３ａは発光ユニット２０の第１バネ受部
２７ａと係合し、第２バネ部１３ｂは発光ユニット２０の第２バネ受部２７ｂと係合する
。すなわち、第１バネ受部２７ａ及び第２バネ受部２７ｂ並びに第１バネ部１３ａ及び第
２バネ部１３ｂは、発光ユニット取付凹部１１１に発光ユニット２０を取り付けた状態を
維持する取付状態維持部として機能する。
【００２６】
（端子台）
　端子台１４には、後述する電力供給ケーブル４０が接続される。具体的には、端子台１
４には、天井又は壁等の被取付面から導出されて後述する電源部２８との間を電気的に接
続する電力供給ケーブル４０が接続される。端子台１４は、例えばネジ等により取付部材
１１に取り付けられる。
【００２７】
（吊りボルト用孔部）
　吊りボルト用孔部１５は、図４に示す吊りボルト３０により、天井又は壁等の被取付面
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に器具本体１０を取り付けるために設けられる。
（電力供給ケーブル用孔部）
　電力供給ケーブル用孔部１６は、天井又は壁等の被取付面から導出された電力供給ケー
ブル４０を器具本体１０の発光ユニット取付凹部１１１内に引き込むために設けられる。
【００２８】
［発光ユニット］
　以下、発光ユニット２０の構成を説明する。
　図７は、発光ユニット２０の上方向からの外観を示す斜視図である。
　図８は、図７に示す発光ユニット２０のＡ－Ａ’断面を示す断面図である。
　図９は、発光ユニット２０の構成を示す分解斜視図である。
　図７、図８及び図９に示すように、発光ユニット２０は、発光素子２１と、透光性カバ
ー２２（主カバー部２２１、第１エンドカバー２２２、第２エンドカバー２２３）と、基
板群２３と、支持部材２４と、基板固定部材２５（２５ａ～２５ｎ）と、ネジ２６と、バ
ネ受部２７（２７ａ及び２７ｂ）と、電源部２８と、反射部材２９（第１反射部品２９ａ
、第２反射部品２９ｂ、第３反射部品２９ｃ）とを備えている。なお、図９において、基
板固定部材２５ａを固定するネジ２６にのみ参照符号を付し、基板固定部材２５ｂから基
板固定部材２５ｎを固定するネジについては参照符号を省略している。
【００２９】
　以下、発光ユニット２０の各部について詳細に説明する。
（透光性カバー）
　透光性カバー２２は、発光素子２１を覆い、発光ユニット２０を器具本体１０に取り付
けた際に器具本体１０に入り込む形状を有している（図４参照）。透光性カバー２２は、
発光素子２１から照射された光を拡散する機能を有している。
　図９に示すように、透光性カバー２２は、発光素子２１を覆う主カバー部２２１と、第
１エンドカバー２２２及び第２エンドカバー２２３とを備える。第１エンドカバー２２２
は、主カバー部２２１の一端を覆うように取り付けられる。第２エンドカバー２２３も同
様に、主カバー部２２１の他端を覆うように取り付けられる。
【００３０】
　図４に示すように、発光ユニット２０は、透光性カバー２２の一部が器具本体１０の開
口に入り込むようにして取り付けられる。このとき、発光ユニット２０は、透光性カバー
２２の一部が器具本体１０の発光ユニット取付凹部１１１の内壁面に接触した状態で発光
ユニット取付凹部１１１に取り付けられる。
　これにより、発光ユニット２０がたわんだ場合であっても照明装置の外観不良が生じに
くくなる。これは、発光ユニット２０がたわんだ場合に発光ユニット取付凹部１１１に入
り込んでいた透光性カバー２２が露出するのみであり、器具本体１０と発光ユニット２０
との間に隙間が生じなくなるためである。
【００３１】
　図１０は、主カバー部２２１と支持部材２４及び第１エンドカバー２２２と支持部材２
４のそれぞれの係合部を詳細に説明する分解斜視図である。
　図１０（Ａ）及び図１０（Ｂ）は、主カバー部２２１と、第１エンドカバー２２２と、
支持部材２４との係合状態を説明するための図である。
　図１１は、支持部材２４と主カバー部２２１との係合状態を説明するための図であり、
支持部材２４及び第１エンドカバー２２２の一方の側面を模式的に示す側面図である。
【００３２】
（主カバー部）
　図８に示すように、主カバー部２２１は、平坦形状に形成された底面部２２４と、底面
部２２４より厚みが薄く形成されて底面部２２４に対して傾斜する傾斜部２２５と、を有
している。さらに、主カバー部２２１は、傾斜部２２５から延出して支持部材２４と係合
する係合部２２６を有する。
【００３３】
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　また、主カバー部２２１は、樹脂材料で形成されており、均一に分散された拡散材を含
む。底面部２２４は、傾斜部２２５よりも厚みが厚く、光透過方向における拡散材の総量
が傾斜部２２５よりも多くなる。このため、底面部２２４は、傾斜部２２５よりも光拡散
性が高く形成される。また、傾斜部２２５は、底面部２２４よりも厚みが薄く、光透過方
向における拡散材の総量が底面部２２４よりも少なくなる。このため、傾斜部２２５は、
底面部２２４よりも光直進性が高く形成される。
【００３４】
　すなわち、主カバー部２２１は、主カバー部２２１の底面に形成された、光を拡散する
光拡散部である底面部２２４と、光拡散部に対して傾斜して形成された、光拡散部よりも
光直進性が高い光直進部である傾斜部２２５と、光直進部から延出して支持部材２４と係
合する係合部２２６と、を有している。
　これにより、例えば透光性カバー２２のうち底面部２２４を透過した光は、ＬＥＤ等か
らなる発光素子の強い光を拡散して室内全体を明るく保つ効果がある。また、底面部２２
４は光の拡散性が高いため、照明装置１直下において発光素子２１の発光部分と発光素子
２１の発光部分以外の部分との境界が認識しにくくなり、照明装置１の発光性が均一にな
る。
【００３５】
　また、傾斜部２２５を透過した光は、発光素子の強い光が拡散しにくいため、暗くなり
がちな照明装置１直下以外の空間を明るく保つ効果がある。このため、照明装置１では、
底面部２２４を透過した光と傾斜部２２５を透過した光とにより、室内全体を均一に明る
く保つことができる。
【００３６】
　図１１に示すように、主カバー部２２１は、主カバー部２２１を支持部材２４に固定す
るための被固定用孔部２２８を有している。被固定用孔部２２８は、主カバー部２２１の
支持部材２４に設けられた固定用孔部２４１と対向する位置にそれぞれ設けられる。支持
部材２４及び主カバー部２２１は、対向する固定用孔部２４１及び被固定用孔部２２８に
図示しないリベット等の主カバー部固定部品が挿入されることにより互いに固定される。
この場合には、例えば、重なって位置する固定用孔部２４１及び被固定用孔部２２８に主
カバー部２２１側からリベットを通し、支持部材２４側でリベットを潰すことにより、主
カバー部２２１と支持部材２４とが固定される。
【００３７】
　図１１は、支持部材２４に設けられた固定用孔部２４１及び主カバー部２２１に設けら
れた被固定用孔部２２８を示している。なお、図１１では、支持部材２４及び主カバー部
２２１の固定箇所を、支持部材２４の長辺の少なくとも一方において、少なくとも２か所
設ける場合について説明する。
　樹脂材料で形成された主カバー部２２１は、熱により膨張して変形する場合がある。主
カバー部２２１の変形は、支持部材２４の長辺の少なくとも一方において、少なくとも２
か所の固定箇所が設けられた場合に生じやすくなる。これは、熱による主カバー部２２１
の膨張率が、支持部材２４の膨張率よりも大きいためである。すなわち、支持部材２４及
び主カバー部２２１の固定箇所が２か所以上ある場合に、膨張による支持部材２４の固定
用孔部２４１間の距離の増大量に対して、主カバー部２２１の被固定用孔部２２８間の距
離の増大量が大きくなり、主カバー部２２１が変形する。
【００３８】
　主カバー部２２１の被固定用孔部２２８（２２８ａ，２２８ｂ，２２８ｃ）は、支持部
材２４に設けられた固定用孔部２４１（２４１ａ，２４１ｂ，２４１ｃ、詳細は後述する
）と対向する位置にそれぞれ設けられる。
　このとき、主カバー部２２１の被固定用孔部２２８（２２８ａ，２２８ｂ，２２８ｃ）
は、支持部材２４に設けられた被固定用孔部２２８（２２８ａ，２２８ｂ，２２８ｃ）と
対向する固定用孔部２４１（２４１ａ，２４１ｂ，２４１ｃ）とは互いに異なる大きさに
形成される。
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【００３９】
　これにより、樹脂材料で形成される主カバー部２２１が熱により膨張した場合であって
も、主カバー部２２１の変形が抑制される。また、主カバー部２２１の変形が抑制される
ため、照明装置１の発光の均一性が損なわれない。
　ここで、支持部材２４に主カバー部固定部品によって固定されている場合、主カバー部
固定部品は支持部材に固定されているため、主カバー部固定部品間の距離は変化しない。
このため、被固定用孔部２２８の寸法（孔の直径）と主カバー部固定部品の寸法（直径）
とをほぼ同等とすると、主カバー部固定部品同士で挟まれた領域の主カバー部２２１が膨
張した際に主カバー部固定部品間で主カバー部２２１が波打ったように変形してしまう。
【００４０】
　一方、本願に係る照明装置１では、主カバー部２２１に設けられた被固定用孔部２２８
が支持部材２４の固定用孔部２４１より大きく形成されている。このため、リベット等の
主カバー部固定部品の軸部の直径が被固定用孔部２２８の寸法よりも小さくなる。このた
め、被固定用孔部２２８に主カバー部固定部品が挿入されていても、被固定用孔部２２８
の内壁と主カバー部固定部品表面との間にクリアランスが生じる。このため、主カバー部
２２１が膨張しても主カバー部固定部品の位置が被固定用孔部２２８内で移動するのみで
あり、主カバー部２２１に変形が生じにくくなる。
【００４１】
　対向する支持部材２４の固定用孔部２４１及び主カバー部２２１の被固定用孔部２２８
の一方は丸形状に形成され、対向する支持部材２４の固定用孔部２４１及び主カバー部２
２１の被固定用孔部２２８の他方は長穴形状に形成されていてもよい（例えば固定用孔部
２４１ａ及び被固定用孔部２２８ａ）。図１１に示すように、主カバー部２２１の被固定
用孔部２２８（２２８ａ及び２２８ｃ）は、支持部材２４の固定用孔部２４１（２４１ａ
及び２４１ｃ）が丸形状に形成されている場合には長穴形状に形成される。なお、「長穴
形状」とは、楕円形状、長角丸形状、長方形状等を示す。また、主カバー部２２１の被固
定用孔部２２８は、支持部材２４の固定用孔部２４１が長穴形状に形成されている場合に
は丸形状に形成される。
【００４２】
　被固定用孔部２２８は、長穴形状に形成されることが好ましい。主カバー部２２１の被
固定用孔部２２８が長穴形状、支持部材２４の固定用孔部２４１が丸形状である場合、主
カバー部２２１の変形がより効果的に抑制される。
【００４３】
　また、被固定用孔部２２８のうちの一つは、対向する固定用孔部２４１と同じ大きさに
形成され、残余の被固定用孔部２２８は、対向する固定用孔部２４１と異なる大きさに形
成されていてもよい。例えば、図１１に示すように、被固定用孔部２２８ｂは対向する固
定用孔部２４１ｂと同じ大きさに形成され、被固定用孔部２２８ａ，２２８ｃは、対向す
る固定用孔部２４１ａ，２４１ｃとそれぞれ異なる大きさに形成されている。
　これにより、例えば主カバー部２２１の被固定用孔部２２８ｂ及び支持部材２４の固定
用孔部２４１ｂを通して主カバー部固定部品を挿入して固定した部分は、完全に固定され
る。
【００４４】
　また、対向する被固定用孔部２２８ａ及び固定用孔部２４１ａ並びに被固定用孔部２２
８ｃ及び固定用孔部２４１ｃをそれぞれ通して主カバー部固定部品を挿入して固定した部
分は、完全に固定されない。このため、主カバー部２２１が膨張した場合に、被固定用孔
部２２８ｂ及び固定用孔部２４１ｂの固定部分を起点にして主カバー部２２１が照明装置
１の外側方向に膨張する。
【００４５】
　また、対向する固定用孔部２４１と同じ大きさに形成される被固定用孔部２２８は、丸
形状に形成されることが好ましい。すなわち、被固定用孔部２２８ｂと対向する固定用孔
部２４１ｂとがいずれも丸形状に形成されることが好ましい。これにより、被固定用孔部
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２２８ｂと固定用孔部２４１ｂとが、主カバー部固定部品によって確実に固定される。
　そして、丸形状を有する被固定用孔部２２８は、主カバー部２２１の長辺の中央部に設
けられることが好ましい（例えば固定用孔部２４１ｂ及び被固定用孔部２２８ｂ）。照明
装置１の中央部で支持部材２４と主カバー部２２１とが完全に固定されているため、主カ
バー部２２１が膨張する際に照明装置１の両端側に均等に膨張し、照明装置１全体として
主カバー部２２１の膨張に対する設計が容易となる。
【００４６】
　また、図１２及び図１３に示すように、主カバー部２２１は、主カバー部２２１の内壁
面から突出して設けられた突出部２２９（下突出部２２９ａ及び上突出部２２９ｂ）が形
成されている。下突出部２２９ａ及び下突出部２２９ａと隣接する上突出部２２９ｂは、
それぞれ支持部材２４の下部及び上部を保持している。上突出部２２９ｂは、主カバー部
２２１の端部（長辺２２７）近傍に設けられる。下突出部２２９ａは、上突出部２２９ｂ
の照明装置１の光照射方向（床方向）に近い側に隣接して設けられる。
【００４７】
　このとき、図１２に示す第１の例として、主カバー部２２１は、主カバー部２２１の内
壁面から突出して設けられ、支持部材２４の下部を支持する下突出部２２９ａと、下突出
部２２９ａに隣接し内壁面から突出して設けられ、支持部材２４の上部を支持するととも
に下突出部２２９ａよりも短く形成される上突出部２２９ｂと、を有していてもよい。
【００４８】
　これにより、支持部材２４が主カバー部２２１に取り付けやすくなる。すなわち、上突
出部２２９ｂが下突出部２２９ａよりも短いため、主カバー部２２１の支持部材２４と対
向する長辺２２７の端部を外側に押し広げ、突出部２２９間に支持部材２４が保持される
ようにして支持部材２４に主カバー部２２１を取り付けることができる。
　この場合、主カバー部２２１の端部から支持部材２４をスライドさせて支持部材２４が
突出部２２９間に保持されるようにする場合と比較して、少ない作業スペースかつ短時間
で取付作業を行うことができる。
【００４９】
　なお、下突出部２２９ａ及び下突出部２２９ａよりも短い上突出部２２９ｂは、主カバ
ー部２２１の支持部材２４と対向する長辺２２７の少なくとも一方のみに設けられていれ
ばよい。すなわち、長辺２２７の一方には、下突出部２２９ａ及び下突出部２２９ａより
も短い上突出部２２９ｂが形成されており、長辺２２７の他方には、同じ長さの下突出部
２２９ａ及び上突出部２２９ｂが備えられていてもよい。
【００５０】
　この場合、長辺２２７の他方に備えられた同じ長さの下突出部２２９ａ及び上突出部２
２９ｂ間に支持部材２４を保持させる。この後、長辺２２７の一方の端部を外側に押し広
げて、下突出部２２９ａと下突出部２２９ａよりも短い上突出部２２９ｂとの間に支持部
材２４を保持させる。長辺２２７の一方に備えられた上突出部２２９ｂが下突出部２２９
ａよりも短いため、長辺２２７の一方の端部を外側に押し広げて主カバー部２２１を取り
付けることが容易となる。
【００５１】
　なお、この場合、上突出部２２９ｂが下突出部２２９ａよりも短いため、主カバー部２
２１が外れやすくなる場合がある。このため、主カバー部２２１は、支持部材２４と、支
持部材２４の長辺２２７の少なくとも一方において２か所以上の固定箇所で固定される。
【００５２】
　また、図１３に示す第２の例として、主カバー部２２１は、主カバー部２２１の内壁面
から突出して設けられ、支持部材２４の下部を支持する下突出部２２９ａと、下突出部２
２９ａに隣接し内壁面から突出して設けられ、支持部材２４の上部を支持する上突出部２
２９ｂと、を備えている。そして、下突出部２２９ａ及び上突出部２２９ｂの長さは、図
８に示す下突出部２２９ａ及び上突出部２２９ｂの１．２～２．５倍の長さである３．６
ｍｍ以上７．５ｍｍ以下であってもよい。
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　この場合、下突出部２２９ａ及び上突出部２２９ｂの双方の長さが十分に長いため、主
カバー部２２１の端部から支持部材２４をスライドさせることにより、支持部材２４が突
出部２２９間に取り付けられる。
【００５３】
　第２の例では、図１４に示すように、主カバー部２２１は、主カバー部２２１の中央部
に設けられた被固定用孔部２２８（２２８ｂ）を備えている。被固定用孔部２２８は、支
持部材２４の中央部に設けられた固定用孔部２４１（２４１ｂ）と対向する位置に設けら
れている。そして、主カバー部２２１は、支持部材２４と、対向する被固定用孔部２２８
（２２８ｂ）及び固定用孔部２４１（２４１ｂ）を介して設けられた主カバー部固定部品
によって固定される。このとき、主カバー部２２１には、被固定用孔部２２８ｂ以外の被
固定用孔部は設けられていなくてもよい。
　図１４に示す第２の例では、主カバー部２２１に設けられた支持部材２４を保持する突
出部２２９（下突出部２２９ａ及び上突出部２２９ｂ）の長さが、図８に示す下突出部２
２９ａ及び上突出部２２９ｂよりも十分に長く形成される。これにより、主カバー部２２
１が支持部材２４をしっかりと保持することが可能となる。このため、主カバー部２２１
は、固定箇所が１か所のみでも支持部材２４に十分に固定され、主カバー部２２１の変形
が生じない。
【００５４】
　上述した主カバー部２２１は、器具本体１０と対向する主カバー部２２１の端部（図１
０（Ａ）等で示す長辺２２７の部分）が、基板群２３を支持する支持部材２４の基板支持
面２４ａの裏面（図１０（Ａ）で参照符号２４ｂで示す面）と同等の位置又は基板支持面
２４ａの裏面よりも光照射方向側に位置するように形成される。
　発光素子２１から照射された光のうち、主カバー部２２１の器具本体１０内に位置する
領域を透過した光は、器具本体１０で遮られてしまう。このため、照明装置１の光照射効
率の観点から、器具本体１０内に入り込む主カバー部２２１をできるだけ少なくすること
が好ましい。上述したように主カバー部２２１の端部の位置を調整することにより、発光
素子２１から照射される光の損失が少なくなり、また、光を効率的に床側等の光照射方向
側に導くことができる。
【００５５】
　主カバー部２２１は、端部（長辺２２７）を含む領域において支持部材２４を保持する
支持部材保持部を有することが好ましい（図８、図１２及び図１３参照）。すなわち、主
カバー部２２１は、主カバー部２２１の端部領域で支持部材２４を保持することが好まし
い。
　支持部材保持部は、具体的に、突出部２２９（下突出部２２９ａ及び上突出部２２９ｂ
）である。突出部２２９（下突出部２２９ａ及び上突出部２２９ｂ）は、可能な限り主カ
バー部２２１の端部に近い領域に設けられる。
【００５６】
　主カバー部２２１が主カバー部２２１の端部領域で支持部材２４を保持することにより
、支持部材２４に対する主カバー部２２１の位置を可能な限り光照射方向に近い位置とす
ることができる。このため、器具本体１０内に入り込む主カバー部２２１を少なくするこ
とができ、発光素子２１から照射される光の損失がより少なくなり、光をより効率的に光
照射方向側に導くことができる。
【００５７】
（エンドカバー）
　図１５は、第１エンドカバー２２２の構成を示す正投影図である。
　図１５に示すように、第１エンドカバー２２２は、支持部材２４側に突出する少なくと
も２つの突出部２２２ａ及び２２２ｂを有している。また、図１６に示すように、突出部
２２２ａ及び２２２ｂの内側には、支持部材２４の一部である移動規制部２４２（２４２
ａ及び２４２ｂ、詳細は後述する）がそれぞれ設けられている。
　これにより、第１エンドカバー２２２は、左右方向（図１におけるＹ方向）への移動が
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規制される。
【００５８】
　また、図１６に示すように、突出部２２２ａ及び２２２ｂは、支持部材２４に設けられ
た凸部２４ｃ（図１６には図示せず）及び移動規制部２４２（２４２ａ及び２４２ｂ）に
より挟持される。
　これにより、第１エンドカバー２２２が所定の位置に確実に固定され、左右方向への移
動が確実に規制される。
【００５９】
　また、図１５に示すように、第１エンドカバー２２２は、突出部２２２ａに形成されて
支持部材２４に係合される係合部２２２ｃ及び突出部２２２ｂに形成されて支持部材２４
に係合される係合部２２２ｄを有している。係合部２２２ｃ及び２２２ｄは、支持部材２
４に設けられた被係合部２４３（図１０参照）と係合する。
　例えば、第１エンドカバー２２２は、係合部２２２ｃ及び２２２ｄとして、突出部２２
２ａ及び２２２ｂの支持部材２４と対向する面が爪部を有している。爪部は、支持部材２
４の爪部と対向する位置に形成された孔部と係合する。
【００６０】
　また、第１エンドカバー２２２の他の例として、第１エンドカバー２２２は、係合部２
２２ｃ及び突出部２２２ｂとして、孔部を備えていてもよい（図示せず）。この場合、支
持部材２４は被係合部として爪部を備え、支持部材２４の爪部が第１エンドカバー２２２
の孔部と係合する。
【００６１】
　これにより、第１エンドカバー２２２は、左右方向への移動が確実に規制されるととも
に、支持部材２４から外れにくくなる。
　これは、移動規制部２４２ａ及び２４２ｂによって、第１エンドカバー２２２の突出部
２２２ａ及び２２２ｂが内側方向にたわむことが防止されるためである。
【００６２】
　図１５に示すように、係合部２２２ｃ及び２２２ｄは、突出部２２２ａ及び２２２ｂの
外側面に形成されている。このため、第１エンドカバー２２２を支持部材２４に取り付け
る際に、係合部２２２ｃ及び２２２ｄが支持部材２４の凸部２４ｃの側壁と接触し、突出
部２２２ａ及び２２２ｂが内側方向にたわむ。このとき、突出部２２２ａ及び２２２ｂが
内側方向にたわむくせが付く場合がある。
　このため、移動規制部２４２ａ及び２４２ｂを備えていない場合、第１エンドカバー２
２２に対して支持部材２４から外れる方向に力が加わったときに、突出部２２２ａ及び２
２２ｂが内側方向にたわむおそれがある。
【００６３】
　しかしながら、移動規制部２４２ａ及び２４２ｂが突出部２２２ａ及び２２２ｂの内側
、すなわち突出部２２２ａ及び２２２ｂがたわむ可能性のある方向に設けられている。ま
た、移動規制部２４２ａ及び２４２ｂは、係合部２２２ｃ及び２２２ｄが支持部材２４の
被係合部２４３に係合された後に折り曲げられ
て形成される。
　このため、突出部２２２ａ及び２２２ｂのたわみが防止される。その結果、係合部２２
２ｃ及び２２２ｄが支持部材２４の被係合部２４３から外れることを防止し、第１エンド
カバー２２２が支持部材２４から外れにくくなる。
【００６４】
　また、第２エンドカバー２２３は、第１エンドカバー２２２と同様に、突出部又は突出
部及び係合部を有している。そして、第２エンドカバー２２３が支持部材２４に取り付け
られた際に、突出部の内側に支持部材２４の移動規制部２４２が設けられる。
【００６５】
（発光素子基板）
　図１７は、基板群２３の構成を示す平面図である。
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　図１７に示すように、発光素子基板２３１及び２３２は、一方向に長く延びた長尺形状
の板状部材であり、一方の面に複数の発光素子２１が実装される。図１７に示すように、
長尺形状の複数の発光素子基板が、互いの短辺同士が対向する状態で発光素子基板の長手
方向に列状に並べられて基板群２３を構成する。基板群２３は、例えば、２枚の発光素子
基板２３１及び２３２で形成される。以下、基板群２３は、２枚の発光素子基板２３１及
び２３２で形成されるものとして説明する。
【００６６】
　図１７に示すように、発光素子基板２３１及び２３２には、発光素子２１に電力を供給
するための配線２８ｄがそれぞれ接続される。このとき、発光素子基板２３１及び２３２
は、後述する支持部材２４の基板支持面２４ａに設けられた貫通部２４ｄを通る配線２８
ｄにより電源部２８と接続される。電源部２８の電源回路から供給された電力は、配線２
８ｄを介して発光素子２１に供給される。
　なお、図１７に示す配線２３ｃは、発光素子基板２３１及び２３２を電気的に接続する
ための配線である。
【００６７】
　基板群２３上には、電源部２８から導出される配線２８ｄが接続される電源接続用端子
群（コネクタ２３１ａ及び２３２ａ）と、隣り合う発光素子基板２３１及び２３２間を接
続する配線２３ｃが接続される基板接続用端子群（コネクタ２３１ｂ及び２３２ｂ）とが
設けられる。電源接続用端子群及び基板接続用端子群は、発光素子基板２３１及び２３２
の対向する短辺側の端部にそれぞれ配置される。
　すなわち、発光素子基板２３１の一方の短辺側の端部には、第１電源接続用端子である
コネクタ２３１ａと、第１基板接続用端子であるコネクタ２３１ｂとが設けられている。
また、発光素子基板２３２の一方の短辺側の端部には、第２電源接続用端子であるコネク
タ２３２ａと、第２基板接続用端子であるコネクタ２３２ｂとが設けられている。そして
、発光素子基板２３１のコネクタ２３１ａ及びコネクタ２３１ｂが設けられた側の短辺と
、発光素子基板２３２のコネクタ２３２ａ及びコネクタ２３２ｂが設けられた側の短辺と
が対向配置されることにより、基板群２３が形成される。なお、発光素子基板２３１及び
２３２は、互いに同一の構成を有していてもよい。
【００６８】
　ここで、コネクタ２３１ａ及びコネクタ２３２ａの一方はプラス側端子であり、他方は
マイナス側端子である。コネクタ２３１ｂ及びコネクタ２３２ｂは、配線２３ｃによって
接続されている。
　このため、基板群２３において、発光素子基板２３１上に設けられた複数の発光素子２
１及び発光素子基板２３２上に設けられた複数の発光素子２１の全てがコネクタ２３１ａ
と、コネクタ２３２ａとの間で直列に接続される。
　このような構成とすることにより、基板群２３の組み立て工程が容易になる。また、こ
のような構成とすることにより、発光素子基板２３１及び２３２同士を接続する配線２３
ｃ及び電源部２８からの配線２８ｄの引きまわし距離を短くすることができる。このため
、ノイズの発生を抑制することができる。
【００６９】
　また、電源接続用端子群（コネクタ２３１ａ及び２３２ａ）は、基板群２３の一方の長
辺に沿って配置され、基板接続用端子群（コネクタ２３１ｂ及び２３２ｂ）は、基板群２
３の他方の長辺に沿って配置される。
　このとき、コネクタ２３１ａ及び２３２ａは、基板群２３上において少なくとも１個の
発光素子２１を介して配置されることが好ましい。また、コネクタ２３１ｂ及び２３２ｂ
は、少なくとも１個の発光素子２１を介して配置されることが好ましい。これは、コネク
タ２３１ａ及び２３２ａ、並びにコネクタ２３１ｂ及び２３２ｂのそれぞれの間の沿面距
離を確保するためである。
【００７０】
　なお、図１７に示すように、コネクタ２３１ａ及び２３１ｂは、発光素子基板２３１の
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短辺に最も近い位置に設けられた発光素子２１と、短辺に２番目に近い位置に設けられた
発光素子２１との間の領域Ｘに設けられることが好ましい。また、コネクタ２３１ａ及び
２３１ｂは、上述した領域Ｘのうち、短辺に２番目に近い位置に設けられた発光素子２１
よりも、短辺に最も近い位置に設けられた発光素子２１に近い位置に設けられることが好
ましい。
　同様に、コネクタ２３２ａ及び２３２ｂは、発光素子基板２３２の短辺に最も近い位置
に設けられた発光素子２１と短辺に２番目に近い位置に設けられた発光素子２１との間の
領域Ｙに設けられることが好ましい。また、コネクタ２３２ａ及び２３２ｂは、上述した
領域Ｙのうち、短辺に２番目に近い位置に設けられた発光素子２１よりも、短辺に最も近
い位置に設けられた発光素子２１に近い位置に設けられることが好ましい。
【００７１】
　また、図１７に示すコネクタ位置の他、図１８（Ａ）、図１８（Ｂ）及び図１８（Ｃ）
に示すように電源接続用端子群（コネクタ２３１ａ及び２３２ａ）と基板接続用端子群（
コネクタ２３１ｂ及び２３２ｂ）とを配置してもよい。
【００７２】
　これにより、基板群２３の同一の長辺上に沿って配置されるコネクタ２３１ａ及び２３
２ａ間、並びにコネクタ２３１ｂ及び２３２ｂ間のそれぞれの沿面距離を確保しつつ、発
光素子基板２３１及び２３２上を覆う反射部材（詳しくは後述する）の面積をより大きく
することができる。
【００７３】
（支持部材）
　支持部材２４は、発光素子２１が実装される発光素子基板２３１及び２３２（基板群２
３）を支持する。支持部材２４は、放熱性材料で形成され、発光素子２１の熱を放熱する
ヒートシンクの機能も有している。
　図４及び図２０に示すように、支持部材２４は、基板群２３と対向して基板群２３を支
持する基板支持面２４ａと、基板支持面２４ａの裏面で電源部２８を支持する電源部支持
面２４ｂと、電源部２８の両側に延出する延出部２４ｅとを有している。基板支持面２４
ａは、基板群２３の幅よりも広く形成されている。
【００７４】
　延出部２４ｅは、透光性カバー２２と係合される。具体的には、延出部２４ｅの端部が
透光性カバー２２の主カバー部２２１に設けられた下突出部２２９ａ及び上突出部２２９
ｂにより保持される。
　これにより、支持部材２４の延出部２４ｅと、電源部２８の側面と、器具本体の側縁部
１１２の内壁とで囲まれた第１の空間部１１５（図４参照）が形成される。第１の空間部
１１５には、照明装置１の配線等を収容することができる。このため、電力供給ケーブル
４０等の配線によって器具本体１０に対する発光ユニット２０の取付けが阻害されること
がなくなる。
【００７５】
　支持部材２４は、例えば、一方の面に基板群２３が、他方の面に電源部２８が設けられ
、幅が電源部２８の幅よりも大きく形成された平板状である。すなわち、電源部２８の両
側に延出する延出部２４ｅは、電源部支持面２４ｂと同一平面上に形成される。
　また、図４及び図２０に示すように、電源部２８の両側に延出する延出部２４ｅが発光
素子２１の光照射方向に突出する凸形状に形成されることにより、凸部２４ｃとされてい
てもよい。凸部２４ｃは、支持部材２４の両端が基板支持面２４ａの裏面の電源部支持面
２４ｂよりも光照射方向に突出して形成されている。支持部材２４は、凸部２４ｃが主カ
バー部２２１に取り付けられることにより主カバー部２２１に固定される。
【００７６】
　電源部２８の両側に延出する延出部２４ｅが発光素子２１の光照射方向に突出する凸部
２４ｃである場合には、第１の空間部１１５がより大きく形成されるため好ましい。
　また、ヒートシンクとしての機能を有する支持部材２４の一部である凸部２４ｃが器具
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本体１０の外部に向かう方向に突出して形成されるため、支持部材２４の放熱性が向上す
る。
　さらに、凸部２４ｃにより、第２反射部品２９ｂ及び第３反射部品２９ｃ（図９参照）
が傾斜して設けられるため、発光素子２１の反射光を効率よく反射させることができる。
【００７７】
　図２０に示すように、凸部２４ｃの頂部は、支持部材２４の外側ほど大きく突出するよ
うに傾斜して形成されることが好ましい。また、凸部２４ｃの頂部は、発光素子２１の１
／２ビーム角領域内に入り込まない形状であることが好ましい。
【００７８】
　支持部材２４は、基板支持面２４ａにおいて、基板群２３の幅方向の両端部に設けられ
る複数の基板固定部材２５（詳細は後述する）により基板群２３を固定する。なお、支持
部材２４の基板支持面２４ａの裏面（電源部支持面２４ｂ）には、支持部材２４に基板固
定部材２５を固定するためのネジ２６等により、複数の突起が生じる。
【００７９】
　図１９は、図１７のＢ－Ｂ’断面を示す斜視断面図である。図１７及び図１９に示すよ
うに、支持部材２４は、電源部２８から導出される配線２８ｄを通すための貫通部２４ｄ
を備える。貫通部２４ｄは、基板支持面２４ａ上に設けられる。
　ここで、図７に示すように、支持部材２４は、支持部材２４の長尺方向の両端に基板群
２３を固定するための第１の基板固定部及び第２の基板固定部を有している。第１の基板
固定部及び第２の基板固定部は、例えば支持部材２４の長尺方向の両端において電源部支
持面２４ｂに突出した基板固定部材２５を固定するためのネジ２６等を取り付けるネジ穴
等の位置を示す。
　貫通部２４ｄは、第１の基板固定部と第２の基板固定部との間に設けられることが好ま
しい。これにより、貫通部２４ｄを通して電源部支持面２４ｂから基板支持面２４ａに引
き回される配線２８ｄが、電源部支持面２４ｂで露出したネジ２６の先端に引っかかるこ
とを防止することができる。
【００８０】
　また、図７に示すように、支持部材２４は、支持部材２４の基板支持面の裏面側（電源
部支持面２４ｂ）に、発光ユニット２０を器具本体１０に取り付けるための第１の取付部
（第１バネ受部２７ａ）及び第２の取付部（第２バネ受部２７ｂ）が設けられている。
　貫通部２４ｄは、第１バネ受部２７ａと第２バネ受部２７ｂとの間に設けられることが
より好ましい。これにより、貫通部２４ｄを通して電源部支持面２４ｂから基板支持面２
４ａに引き回される配線２８ｄが、電源部支持面２４ｂで露出したネジ２６の先端や、電
源部支持面２４ｂに取り付けられた第１バネ受部２７ａ及び第２バネ受部２７ｂに引っか
かることを防止することができる。
【００８１】
　また、図１９に示すように、貫通部２４ｄは、支持部材２４の電源部２８と対向する位
置に設けられることがさらに好ましい。電源部２８と対向する位置に貫通部２４ｄを設け
ることにより、電源部２８から導出した配線２８ｄは、支持部材２４の電源部支持面２４
ｂに露出することなく、貫通部２４ｄを通じて基板支持面２４ａ上の基板群２３と接続す
ることができる。このため、配線２８ｄを支持部材２４上の広い領域内で引き回す必要が
なく、配線２８ｄを短くすることができ、発光ユニット２０の組み立て性が向上する。ま
た、配線が２８ｄ外部に露出しないため、安全性が向上し、配線の二重被覆が不要となる
。
【００８２】
　次に、支持部材２４と主カバー部２２１との固定のための固定部について説明する。
　図１１に、支持部材２４及び主カバー部２２１の側面図を模式的に示す。
　図１１に示すように、支持部材２４は、支持部材２４の長辺の少なくとも一方において
、主カバー部２２１と対向する主カバー部対向面に設けられた少なくとも２つの固定用孔
部２４１を有する。固定用孔部２４１（２４１ａ，２４１ｂ，２４１ｃ）は、主カバー部
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２２１の被固定用孔部２２８（２２８ａ，２２８ｂ，２２８ｃ）と対向する位置にそれぞ
れ設けられる（例えば図１０（Ａ）参照）。
【００８３】
　支持部材２４と主カバー部２２１（図１０参照）とは、リベット等の主カバー部固定部
品によって固定される。支持部材２４の固定用孔部２４１（２４１ａ，２４１ｂ，２４１
ｃ）及び主カバー部２２１の被固定用孔部２２８（２２８ａ，２２８ｂ，２２８ｃ）は、
それぞれ図示しないリベット等によって固定される。この場合には、例えば、重なって位
置する固定用孔部２４１及び被固定用孔部２２８に主カバー部２２１側からリベットを通
し、支持部材２４側でリベットを潰す。これにより、主カバー部２２１と支持部材２４と
が固定される。
【００８４】
　このとき、固定用孔部２４１（２４１ａ，２４１ｂ，２４１ｃ）は、主カバー部２２１
の主カバー部２２１の被固定用孔部２２８（２２８ａ，２２８ｂ，２２８ｃ）と異なる大
きさに形成される。これにより、高温環境下等で樹脂材料で形成される主カバー部２２１
が熱により膨張した場合であっても、膨張による固定用孔部２４１の位置ずれを吸収して
主カバー部２２１の変形が抑制される。
【００８５】
　対向する支持部材２４の固定用孔部２４１及び主カバー部２２１の被固定用孔部２２８
の一方は丸形状に形成され、対向する支持部材２４の固定用孔部２４１及び主カバー部２
２１の被固定用孔部２２８の他方は長穴形状に形成されていてもよい。すなわち、支持部
材２４の固定用孔部２４１は、主カバー部２２１の被固定用孔部２２８が長穴形状に形成
されている場合には丸形状に形成される。また、支持部材２４の固定用孔部２４１は、主
カバー部２２１の被固定用孔部２２８が丸形状に形成されている場合には長穴形状に形成
される。
【００８６】
　また、固定用孔部２４１は、丸形状に形成されることが好ましい。固定用孔部２４１が
丸形状である場合には、主カバー部２２１の被固定用孔部２２８が長穴形状であり、主カ
バー部２２１の変形がより効果的に抑制される。
【００８７】
　また、図１４に示すように、固定用孔部２４１のうちの一つは、対向する被固定用孔部
２２８と同じ大きさに形成され、残余の固定用孔部２４１は、対向する固定用孔部２４１
と異なる大きさに形成されていてもよい。すなわち、例えば固定用孔部２４１ｂは対向す
る被固定用孔部２２８ｂと同じ大きさに形成され、固定用孔部２４１ａ，２４１ｃは、対
向する被固定用孔部２２８ａ，２２８ｃと異なる大きさに形成される。
　これにより、例えば支持部材２４の固定用孔部２４１ｂ及び主カバー部２２１の被固定
用孔部２２８ｂを通して主カバー部固定部品を挿入して固定した部分は、完全に固定され
る。
【００８８】
　また、対向する被固定用孔部２２８と同じ大きさに形成される固定用孔部２４１は、丸
形状に形成されることが好ましい。すなわち、被固定用孔部２２８ｂと対向する固定用孔
部２４１ｂとがいずれも丸形状に形成されることが好ましい。これにより、被固定用孔部
２２８ｂと固定用孔部２４１ｂとが、主カバー部固定部品によって確実に固定される。
　そして、丸形状を有する被固定用孔部２２８は、主カバー部２２１の長辺２２７の中央
部に設けられることが好ましい。照明装置１の中央部で支持部材２４と主カバー部２２１
とが完全に固定されているため、主カバー部２２１が膨張する際に照明装置１の両端側に
均等に膨張し、照明装置１全体として主カバー部２２１の膨張に対する設計が容易となる
。
【００８９】
　次に、支持部材２４と第１エンドカバー２２２及び第２エンドカバー２２３との固定の
ための固定部について説明する。以下、第１エンドカバー２２２の固定を具体的に説明す
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る。
　図１０に示すように、支持部材２４は、主カバー部２２１が取り付けられた際に主カバ
ー部２２１の突出部２２２ａ及び２２２ｂの内側にそれぞれ設けられた移動規制部２４２
（２４２ａ及び２４２ｂ）を有する。移動規制部２４２は、例えば、支持部材２４の一部
を切り起こして突出部２２２ａ及び２２２ｂの内側でそれぞれ立ち上がるように形成され
る。すなわち、移動規制部２４２は、支持部材２４の基板支持面２４ａに切れ目を入れ、
基板支持面２４ａ側に折り曲げられて形成される。
　これにより、移動規制部２４２は、第１エンドカバー２２２の左右方向（図１における
Ｙ方向）への移動を規制する。
【００９０】
　また、移動規制部２４２は、支持部材２４の凸部２４ｃから、突出部２２２ａ又は２２
２ｂの厚さとほぼ同等の距離を開けた位置に形成されることが好ましい。これにより、支
持部材２４の凸部２４ｃ及び移動規制部２４２が第１エンドカバー２２２の突出部２２２
ａ又は２２２ｂを挟持する。
　これにより、第１エンドカバー２２２が所定の位置に確実に固定され、左右方向への移
動が確実に規制される。
【００９１】
　また、支持部材２４は、支持部材２４の端部側に形成された被係合部２４３（２４３ａ
及び２４３ｂ）を有する。
　図２０に示すように、被係合部２４３は、第１エンドカバー２２２の突出部２２２ａに
形成された係合部２２２ｃ及び突出部２２２ｂに形成された係合部２２２ｄと係合可能に
形成される。支持部材２４の被係合部２４３には、第１エンドカバー２２２が取り付けら
れた際に第１エンドカバー２２２の係合部２２２ｃ及び２２２ｄ（図１５参照）が係止さ
れる。
【００９２】
　このとき、移動規制部２４２ａ及び２４２ｂは、突出部２２２ａ及び２２２ｂの内側、
すなわち突出部２２２ａ及び２２２ｂがたわむ可能性のある方向に設けられている。また
、移動規制部２４２ａ及び２４２ｂは、係合部２２２ｃ及び２２２ｄが支持部材２４の被
係合部２４３に係合された後に折り曲げられて形成される。
　このため、突出部２２２ａ及び２２２ｂのたわみが防止される。その結果、係合部２２
２ｃ及び２２２ｄが支持部材２４の被係合部２４３から外れることを防止し、第１エンド
カバー２２２が支持部材２４から外れにくくなる。
【００９３】
　例えば、第１エンドカバー２２２は、被係合部２４３として、主カバー部２２１の係合
部２２２ｃ及び２２２ｄである爪部と対向する位置に形成された孔部を有している。被係
合部２４３は、例えば、長方形状に形成される。支持部材２４の被係合部２４３を長方形
状に形成することにより、高温環境下等で第１エンドカバー２２２が変形した場合であっ
ても、第１エンドカバー２２２の変形を吸収することができる。
　また、第１エンドカバー２２２は、被係合部２４３として、主カバー部２２１の係合部
２２２ｃ及び２２２ｄである孔部と対向する位置に形成された爪部を有していてもよい。
【００９４】
　また、支持部材２４は、第２エンドカバー２２３を取り付ける支持部材２４の他端部に
、固定用孔部２４１、移動規制部２４２並びに被係合部２４３と同様の構成を有する固定
用孔部、移動規制部及び固定用孔部が設けられている。
【００９５】
（基板固定部材）
　基板固定部材２５（２５ａ～２５ｎ）は、支持部材２４の基板支持面２４ａにおいて、
基板群２３の両端部に設けられ、基板群２３を支持部材２４に固定する。図９に示す発光
ユニット２０では、基板固定部材２５ａから基板固定部材２５ｎの１４個の基板固定部材
２５が基板群２３の両端部に複数備えられている。以下、基板固定部材２５ａから基板固
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定部材２５ｎを基板固定部材２５と記載する。
【００９６】
　図２１に示すように、基板固定部材２５は、基板群２３の側部を支持し、かつ基板群２
３の発光素子実装面上に突出する形状を有している。また、基板固定部材２５は、ネジ２
６によって支持部材２４に固定される。
　このため、基板群２３は、支持部材２４に対して浮きがないように固定される。
【００９７】
　図２２は、図９における基板固定部材２５ａ～２５ｃ，２５ｅ～２５ｇ，２５ｈ～２５
ｊ，２５ｌ～２５ｎの形状を示す正投影図である。図２２（Ａ）は基板固定部材の正面図
であり、図２２（Ｂ）は基板固定部材の左側面図であり、図２２（Ｃ）は基板固定部材の
右側面図であり、図２２（Ｄ）は基板固定部材の上面図であり、図２２（Ｅ）は基板固定
部材の底面図であり、図２２（Ｆ）は基板固定部材の背面図である。
　図２２に示す基板固定部材（以下、基板固定部材２５１と記載する）は、支持部材２４
の基板支持面２４ａの両端に形成された光照射方向に突出する凸部２４ｃと基板群２３と
の間に配置される主部２５１ａと、基板群２３の実装面の一部を覆い基板群２３を支持部
材２４方向に押さえる基板押さえ部２５１ｂと、反射部材を主部２５１ａの表面上に保持
する反射部品保持部２５１ｃと、を有する。また、基板固定部材２５１は、基板固定部材
２５１がネジ２６で固定される際にネジ止めされるネジ止め部２５１ｄを有する。
【００９８】
　図２１及び図２２に示すように、基板固定部材２５１は、発光素子２１から照射された
光を反射する反射部材を固定する。具体的には、基板固定部材２５１の基板押さえ部２５
１ｂは、基板群２３とともに、発光素子２１を露出させかつ基板群２３を被覆する第１反
射部品２９ａ（図９参照）を支持部材２４方向に押さえる。
　また、基板固定部材２５１の反射部品保持部２５１ｃは、第１反射部品２９ａの幅方向
の両端から、発光素子２１からの光の照射方向に向かって傾斜して配置される第２反射部
品２９ｂ及び第３反射部品２９ｃ（図９参照）を主部２５１ａの表面上に保持する。この
とき、反射部品保持部２５１ｃは、支持部材２４の凸部２４ｃの頂部との間に第２反射部
品２９ｂ又は第３反射部品２９ｃを保持可能な間隙を設けた状態で、頂部の一部を覆うよ
うに形成される。すなわち、反射部品保持部２５１ｃは、基板固定部材２５１が支持部材
２４に取り付けられた際に、支持部材２４の凸部２４ｃの頂部と密着しない形状に形成さ
れる。反射部品保持部２５１ｃと支持部材２４の凸部２４ｃの頂部との間に形成された間
隙に第２反射部品２９ｂ又は第３反射部品２９ｃが保持可能とされる。
【００９９】
　図２３は、図９における基板固定部材２５ｄ，２５ｋの形状を示す正投影図である。図
２３（Ａ）は基板固定部材の正面図であり、図２３（Ｂ）は基板固定部材の左側面図であ
り、図２３（Ｃ）は基板固定部材の右側面図であり、図２３（Ｄ）は基板固定部材の上面
図であり、図２３（Ｅ）は基板固定部材の底面図であり、図２３（Ｆ）は基板固定部材の
背面図である。
　図２３に示す基板固定部材（以下、基板固定部材２５２と記載する）は、基板固定部材
２５１の主部２５１ａに対応する主部２５２ａと、基板押さえ部２５１ｂに対応する基板
押さえ部２５２ｂと、反射部品保持部２５１ｃに対応する反射部品保持部２５２ｃと、ネ
ジ止め部２５１ｄに対応するネジ止め部２５２ｄと、を有している。また、基板固定部材
２５２は、さらに基板群２３に接続される配線２３ｃ及び２８ｄを固定する配線固定機構
２５２ｅを有している。
　基板固定部材２５２は、発光素子基板２３１及び２３２に接続される配線２３ｃ又は２
８ｄ（図１７参照）を覆う位置に配置される。本実施形態の発光ユニット２０では、基板
固定部材２５２は、基板群２３における発光素子基板２３１及び２３２のつなぎ目部分に
配置される。配線固定機構２５２ｅは、基板固定部材２５２が支持部材２４に固定された
場合でも配線２３ｃ又は２８ｄが導出可能な空間を確保可能な形状に形成されている。そ
して、配線２３ｃ又は２８ｄは、配線固定機構２５２ｅを通して発光素子基板２３１及び
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２３２と接続される。このため、基板固定部材２５２を用いることで、基板固定部材２５
による配線２３ｃ及び２８ｄへの圧迫を防止することができる。
【０１００】
　また、基板固定部材２５２の主部２５２ａ、基板押さえ部２５２ｂ、反射部品保持部２
５２ｃ、及びネジ止め部２５２ｄについては、基板固定部材２５１の主部２５１ａ、基板
押さえ部２５１ｂ、反射部品保持部２５１ｃ及びネジ止め部２５１ｄと同様の機能を有す
る。
【０１０１】
　このような基板固定部材２５（基板固定部材２５１及び２５２）は、例えば樹脂材料を
射出成型することにより形成される。
　基板固定部材２５は、高反射性材料で形成されることが好ましい。基板固定部材２５の
一部が基板固定部材２５が第１反射部品２９ａ、第２反射部品２９ｂ又は第３反射部品２
９ｃから露出しても、発光素子２１の光を効率よく反射することができるためである。
　また、発光素子基板２３１及び２３２に接続される配線２３ｃ及び２８ｄを覆うように
配置される基板固定部材２５（図９及び図２１に示す基板固定部材２５ｄ及び２５ｋ）は
、透明材料で形成されることが好ましい。基板固定部材２５を通して配線２３ｃの配線状
態を確認することができるため、基板固定部材２５による配線２３ｃ及び２８ｄの圧迫を
より容易に防止することができる。
【０１０２】
（反射部材）
　反射部材２９は、発光素子２１から照射された光を反射する機能を有する。発光素子２
１から照射された光は、反射部材２９によって予め設定した方向（例えば、床面に向かう
方向）へ反射される。反射部材２９は、基板群２３、支持部材２４又は基板固定部材２５
等の任意の個所で接着剤、ピン、ネジ等によって固定される。
【０１０３】
　図８及び図９に示すように、本実施形態に係る発光ユニット２０は、反射部材２９とし
て、第１反射部品２９ａと、第２反射部品２９ｂと、第３反射部品２９ｃとを有している
。第１反射部品２９ａは、発光素子２１を露出させかつ基板群２３（発光素子基板２３１
及び２３２で）を被覆している。第２反射部品２９ｂは、第１反射部品２９ａの幅方向の
一端部から、発光素子２１からの光の照射方向に向かって傾斜して配置される。第３反射
部品２９ｃは、第１反射部品２９ａの幅方向の他端部から、発光素子２１からの光の照射
方向に向かって傾斜して配置される。第１反射部品２９ａ、第２反射部品２９ｂ及び第３
反射部品２９ｃは、互いに異なる部品である。これにより、第１反射部品２９ａ、第２反
射部品２９ｂ及び第３反射部品２９ｃのそれぞれの取付けが容易になる。
【０１０４】
　また、基板群２３の発光素子２１の実装面側には、図示しない抵抗素子が設けられる場
合がある。この場合、第１反射部品２９ａには、発光素子２１を露出させる開口とともに
、抵抗素子を露出させる開口が設けられる。
　第１反射部品２９ａに上述した開口を設けることにより、発光素子２１から照射された
光が第１反射部品２９ａ、第２反射部品２９ｂ及び第３反射部品２９ｃの全面で反射され
、効率的に照明装置１の発光に利用される。
【０１０５】
　図２４は、第１反射部品２９ａ、第２反射部品２９ｂ及び第３反射部品２９ｃを基板固
定部材２５（２５ａ～２５ｎ）に取り付けた状態を示す斜視図である。図２５は、図２４
に示すＣ－Ｃ’断面を示す断面図である。
　図２４及び図２５に示すように、第２反射部品２９ｂは、第２反射部品２９ｂの幅方向
の基板群２３に隣接する側の一端が基板群２３の幅方向の一端よりも外側に位置するよう
に配置される。また、第３反射部品２９ｃは、第３反射部品２９ｃの幅方向の基板群２３
に隣接する側の一端が基板群２３の幅方向の他端よりも外側に位置するように配置される
。すなわち、第２反射部品２９ｂ及び第３反射部品２９ｃは、基板群２３上に設けられた
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第１反射部品２９ａ上にかぶらないように配置される。
【０１０６】
　また、第２反射部品２９ｂは、第２反射部品２９ｂの幅方向の基板群２３に隣接する側
の一端が基板群２３の幅方向の一端と隙間なく対向するように配置されることが好ましい
。また、第３反射部品２９ｃは、第３反射部品２９ｃの幅方向の基板群２３に隣接する側
の一端が基板群２３の幅方向の他端と隙間なく対向するように配置されることが好ましい
。
　ここで、本実施形態において「隙間なく対向」とは、第１反射部品２９ａ及び第２反射
部品２９ｂ、並びに第１反射部品２９ａ及び第３反射部品２９ｃが完全に隙間なく配置さ
れる場合に限られない。「隙間なく対向」とは、基板群２３（発光素子基板２３１及び２
３２）の実装面側から見た場合に、第２反射部品２９ｂの幅方向の基板群２３に隣接する
側の一端の位置と、基板群２３の幅方向の一端の位置とが一致することをいう。
【０１０７】
　第１反射部品２９ａは、基板固定部材２５によって支持部材２４の基板支持面２４ａ上
で固定される。また、第２反射部品２９ｂ及び第３反射部品２９ｃは、支持部材２４の凸
部２４ｃの頂部と基板固定部材２５の一部との間に形成された間隙に嵌め込まれて固定さ
れる。具体的には、第２反射部品２９ｂ及び第３反射部品２９ｃは、支持部材２４の凸部
２４ｃの頂部と基板固定部材２５１の反射部品保持部２５１ｃとの間に形成された間隙に
嵌め込まれている。これにより、第２反射部品２９ｂ及び第３反射部品２９ｃは、支持部
材２４の凸部２４ｃの頂部の形状に沿って傾斜する。なお、第２反射部品２９ｂと第３反
射部品２９ｃは、異なる基板固定部材２５で固定されている。
【０１０８】
　これにより、組み立て後の発光ユニット２０において、第２反射部品２９ｂ及び第３反
射部品２９ｃが、透光性カバーの内壁面に形成された突出部２２１ｃ及び２２１ｄにそれ
ぞれ向かって傾斜して配置される。すなわち、第２反射部品２９ｂは、第２反射部品２９
ｂの幅方向の基板群２３に隣接しない側の一端（すなわち、基板群２３に隣接する側の一
端に対向する他端）が、透光性カバー２２の内壁面に形成された突出部２２１ｃに向かっ
て傾斜して配置される。また、第３反射部品２９ｃは、第３反射部品２９ｃの幅方向の基
板群２３に隣接しない側の一端（すなわち、基板群２３に隣接する側の一端に対向する他
端）が、透光性カバー２２の内壁面に形成された突出部２２１ｄに向かって傾斜して配置
される。これにより、第２反射部品２９ｂ又は第３反射部品２９ｃが重量等によって床方
向にずれた場合であっても、透光性カバー２２の突出部２２１ｃ又は２２１ｄがストッパ
ーとなり、第２反射部品２９ｂ又は第３反射部品２９ｃの落下を防止することができる。
【０１０９】
　また、図２６（Ａ）に示すように、基板群２３上に配置される第１反射部品２９ａは、
発光素子基板２３１上に配置される第１反射部品２９１ａと、発光素子基板２３２上に配
置される第１反射部品２９２ａとに分けられる。図２６（Ａ）において、第１反射部品２
９１ａ及び第１反射部品２９２ａを斜線で示す。
　このとき、第１反射部品２９１ａ及び２９２ａは、電源接続用端子群（コネクタ２３１
ａ及び２３２ａ）と基板接続用端子群（コネクタ２３１ｂ及び２３２ｂ）とで囲まれる領
域を除いた領域を被複する。すなわち、第１反射部品２９１ａは、基板群２３上の、基板
群２３の一端部からコネクタ２３１ａ及び２３１ｂの設置位置までを被覆する。また、第
１反射部品２９２ａは、基板群２３上の、基板群２３の他端部からコネクタ２３２ａ及び
２３２ｂの設置位置までを被覆する。
【０１１０】
　上述した「電源接続用端子群（コネクタ２３１ａ及び２３２ａ）と基板接続用端子群（
コネクタ２３１ａ及び２３２ａ）とで囲まれる領域」には、発光素子基板２３１及び２３
２上の対向する短辺側の端部に配置された２個以上の発光素子２１が含まれる。図２６で
は、第１反射部品２９１ａ及び２９２ａで覆われない領域に、４つの発光素子２１が含ま
れている。
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【０１１１】
　さらに、図２６（Ｂ）に示すように、発光ユニット２０は、２枚の発光素子基板２３１
及び２３２の短辺を跨いで覆うように配置された基板対向部用反射部品２９３ａを有して
いてもよい。図２６（Ｂ）において、第１反射部品２９１ａ、第１反射部品２９２ａ及び
基板対向部用反射部品２９３ａを斜線で示す。
　これにより、２枚の発光素子基板２３１及び２３２のつなぎ目部分においても発光素子
２１から照射される光を十分に反射することができるため、基板群２３の全面において明
るさを均一にすることができる。
【０１１２】
（バネ受部）
　図２７に示すように、バネ受部２７は、器具本体１０のバネ部１３（図５（Ｂ）参照）
と係合することにより、発光ユニット２０を器具本体１０に取り付けた状態を維持するこ
とに利用される。具体的には、第１バネ受部２７ａは器具本体１０の第１バネ部１３ａと
係合し、第２バネ受部２７ｂは器具本体１０の第２バネ部１３ｂと係合する。すなわち、
バネ部１３（第１バネ部１３ａ及び第２バネ部１３ｂ）とバネ受部２７（第１バネ受部２
７ａ及び第２バネ受部２７ｂ）は、発光ユニット取付凹部１１１に発光ユニット２０を取
り付けた状態を維持する取付状態維持部として機能する。なお、取付状態維持部は、発光
ユニット２０が器具本体１０に取り付けた状態が維持されれば、本実施形態で説明するバ
ネ部１３及びバネ受部２７と異なる形状であってもよい。
【０１１３】
（電源部）
　電源部２８は、ＬＥＤ等の発光素子２１の点灯回路（即ち、電源回路）を内部に収納し
ており、基板群２３に実装された発光素子２１に電力を供給する。電源部２８は、図５で
示される器具本体１０が取り付けられる天井等の被取付面から発光ユニット取付凹部１１
１内に導出される電力供給ケーブル４０と接続される。
　図２７に示すように、電源部２８は、電源回路を備える電源基板２８ａと、絶縁部材２
８ｂと、電源基板２８ａ及び絶縁部材２８ｂを内部に収容する筐体である電源ボックス２
８ｃと、発光素子２１に対して電力を供給するための配線２８ｄ（配線２８ｄは図２７に
図示せず）とを有している。
　電源部２８は、支持部材２４に近接して配置される。
【０１１４】
　電源基板２８ａに備えられた電源回路は、例えば、電力供給ケーブル４０から供給され
る交流電力を直流に変換し、その出力（即ち、直流電力）を発光素子２１に供給する。電
源基板２８ａは、絶縁部材２８ｂの支持部材２４側の面に固定される。
　また、図１９に示すように、電源基板２８ａは、電源ボックス２８ｃの内部空間におい
て支持部材２４寄りに配置される。
【０１１５】
　絶縁部材２８ｂは、ポリプロピレン、ポリエチレン等の高融点で絶縁性を有する樹脂材
料からなる。絶縁部材２８ｂは、支持部材２４の電源部支持面２４ｂ上に配置される。こ
れにより、電源基板２８ａは、絶縁部材２８ｂ上に配置されて、支持部材２４と絶縁され
る。
　なお、絶縁部材２８ｂは、例えばシート状部材を複数回折り曲げた箱型形状であり、電
源基板２８ａの周囲を包んで配置される。
【０１１６】
　電源ボックス２８ｃは、プラスチック、アルミニウム又はステンレス等の材料からなる
。電源ボックス２８ｃは、電源基板２８ａを覆う筐体である。
　配線２８ｄは、支持部材２４の基板支持面２４ａに設けられた貫通部２４ｄを通って基
板群２３に接続される。
【０１１７】
　電源部２８は、例えば、電源ボックス２８ｃに設けられた図示しない爪部によって支持
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部材２４の電源部支持面２４ｂに固定されている。また、電源部２８は、ネジ等の締結部
材によって支持部材２４の電源部支持面２４ｂに固定されていてもよい。
　また、電源部２８は、電源部２８の上面と器具本体１０の底板部１１４との間に第２の
空間部１１６（図４参照）が形成される厚さとされる。
　これにより、電力供給ケーブル４０や他の配線は、電源部２８の上面と器具本体１０と
の間に確保された第２の空間部１１６に配置される。したがって、電源部２８は、被取付
面の法線方向に見て、図示しない電力供給ケーブル４０と重なっている。このため、電力
供給ケーブル４０等の配線によって発光ユニット２０の取付けが阻害されることがなくな
る。
【０１１８】
　発光ユニット２０は、支持部材２４の貫通部２４ｄの内側に位置して配線２８ｄを保護
する配線保護用絶縁部材を有していてもよい。ここで、貫通部２４ｄの「内側」とは、貫
通部２４ｄの中心軸に向かう方向を示す。
　発光ユニット２０では、支持部材２４の貫通部２４ｄを介して電源部２８から基板支持
面２４ａ側に配線２８ｄが導出される。このとき、配線２８ｄが、支持部材２４の貫通部
２４ｄの内壁に当たって損傷する可能性がある。例えば、配線２８ｄが被覆材で覆われて
いる場合には、被覆材が剥がれるおそれがある。このため、貫通部２４ｄの内壁と配線２
８ｄとが接触しにくくなるような配線保護用絶縁部材を設けることが好ましい。
【０１１９】
　配線保護用絶縁部材としては、以下のような例が挙げられる。
（１）第１の例
　図２８（Ａ）は、図１７のＢ－Ｂ’断面を示す斜視断面図である。
　貫通部２４ｄが支持部材２４の電源部２８に対向する位置に設けられている場合には、
図２８（Ａ）に示すように、絶縁部材２８ｂが配線保護用絶縁部材を兼ねることができる
。すなわち、電源基板２８ａと接続された配線２８ｄは、支持部材２４の貫通部２４ｄを
通って基板支持面２４ａに設けられた基板群２３と接続される。このとき、電源基板２８
ａと支持部材２４との間には絶縁部材２８ｂが備えられているため、絶縁部材２８ｂに、
貫通部２４ｄよりも小さい貫通部２８１ｂを設けて、支持部材２４の貫通部２４ｄと絶縁
部材２８ｂの貫通部２８１ｂとが重なるように絶縁部材２８ｂを配置する。このため、絶
縁部材２８ｂによって、支持部材２４の貫通部２４ｄと配線２８ｄとを接触しにくくする
ことができる。
【０１２０】
（２）第２の例
　図２８（Ｂ）は、電源基板２８ａと、絶縁部材２８ｂと、支持部材２４に設けられた貫
通部２４ｄを通じて、基板支持面２４ａ側に導出される配線２８ｄの構成を示す断面図で
ある。
　図２８（Ｂ）に示すように、絶縁部材２８ｂとは異なる部品である配線保護用絶縁部材
２８ｅが、支持部材２４の基板支持面２４ａ及び電源部支持面２４ｂの少なくとも一方の
面（図２８（Ｂ）では、電源部支持面２４ｂ）に密着して設けられていてもよい。配線保
護用絶縁部材２８ｅは、例えば、絶縁性を有する樹脂材料で形成される。
　図２８（Ｂ）に示すように、配線保護用絶縁部材２８ｅは、貫通部２４ｄよりも小さい
貫通部２８１ｅを備えており、支持部材２４の貫通部２４ｄと、配線保護用絶縁部材２８
ｅの貫通部２８１ｅとが重なるように配線保護用絶縁部材２８ｅを配置する。このため、
配線保護用絶縁部材２８ｅによって、支持部材２４の貫通部２４ｄと配線２８ｄとが接触
しにくくなり、配線２８ｄの損傷を抑制することができる。
　第２の例の場合、第１の例のように、貫通部２４ｄが支持部材２４の電源部２８に対向
する位置に設けられている必要はない。貫通部２４ｄが支持部材２４のどの位置に設けら
れていても、配線保護用絶縁部材２８ｅが貫通部２４ｄに密着して設けられていればよい
。
【０１２１】
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（３）第３の例
　図２８（ｃ）は、電源基板２８ａと、絶縁部材２８ｂと、支持部材２４に設けられた貫
通部２４ｄを通じて基板支持面２４ａ側に導出される配線２８ｄとの構成を示す断面図で
ある。
　図２８（ｃ）に示すように、絶縁部材２８ｂとは異なる部品である配線保護用絶縁部材
２８ｅが、少なくとも貫通部２４ｄの内壁を覆って設けられていてもよい。配線保護用絶
縁部材２８ｅは、例えば、絶縁性を有する樹脂材料で形成される。
　図２８（ｃ）に示すように、配線保護用絶縁部材２８ｅは少なくとも貫通部２４ｄの内
壁を覆って設けられている。このため、支持部材２４の貫通部２４ｄの角部と配線２８ｄ
とが接触しにくくなり、配線２８ｄの損傷を抑制することができる。
　また、配線保護用絶縁部材２８ｅが支持部材２４の基板支持面２４ａ及び電源部支持面
２４ｂまで覆っていても構わない。この場合、配線保護用絶縁部材２８ｅは、支持部材２
４の基板支持面２４ａ及び電源部支持面２４ｂと貫通部２４ｄの内壁とで形成される角部
を覆っており、より配線２８ｄの損傷を抑制することができる。
　第３の例の場合も、貫通部２４ｄが支持部材２４の電源部２８に対向する位置に設けら
れている必要はなく、貫通部２４ｄが支持部材２４のどの位置に設けられていても、配線
保護用絶縁部材２８ｅが貫通部２４ｄの内壁を覆うように設けられていればよい。
【０１２２】
［本発明の効果］
　以上説明した本発明の一実施形態に係る照明装置によれば、以下の効果を得ることがで
きる。
（１）発光ユニットがたわんだ場合であっても、発光ユニット取付凹部に入り込んでいた
発光ユニットの透光性カバーの一部が露出するのみであるため、照明装置の外観不良が生
じない。
（２）発光ユニット取付凹部の空間を広くすることができるため、発光ユニット取付け作
業の作業性を向上し、また、発光ユニットの電源部や電力供給用ケーブル等の収容性が向
上する。
（３）照明装置の外観を良好に保つことができるとともに、発光ユニットが発光ユニット
取付凹部の内壁面の少なくとも一部の領域と接触することにより、発光ユニットの取付位
置の位置決めがなされる。
（４）電力供給ケーブルが収容される空間が発光ユニット取付凹部底面と発光ユニットと
の間に確保され、電力供給ケーブルによって発光ユニットの取付けが阻害されることがな
くなる。
【０１２３】
（５）取付状態維持部によって発光ユニットが器具本体に引きつけられ、器具本体から発
光ユニットが外れることを抑制することができる。
（６）電源部から導出される配線の引き回し距離を小さくすることができる。また、電源
部から導出される配線が発光ユニットの外部に露出しにくくなる。電源から導出される配
線の損傷を抑制することができる。このため、発光ユニットの安全性や外観性が向上する
。
（７）反射シートやエンドカバー等の各部品の取付性が向上し、取り付けた部品が外れに
くくなる。
（８）電源基板を、ヒートシンクを兼ねる支持基板に近接させて配置しているため、放熱
性が向上する。
【０１２４】
（９）エンドカバーが、支持部材側に突出する少なくとも２つの突出部を有しており、突
出部の内側には、支持部材の一部である移動規制部がそれぞれ設けられている。このため
、エンドカバーの左右方向（図１におけるＹ方向）への移動が規制される。
（１０）突出部に爪部等の係合部が設けられ、支持部材に設けられた孔部等の被係合部に
係合される。また、エンドカバーの突出部の内側には、支持部材の一部である移動規制部
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がそれぞれ設けられ、突出部が支持部材の凸部及び移動規制部により挟持される。このた
め、エンドカバーの係合部が支持部材の被係合部から外れにくくなる。
ている。このため、
（１１）支持部材に設けられた固定用孔部と、主カバー部の固定用孔部に対向する位置に
設けられた被固定用孔部とが、互いに異なる大きさに形成される。また、固定用孔部と被
固定用孔部とを通して主カバー部固定部品を挿入して、支持部材と主カバー部とを固定す
る。これにより、主カバー部の熱膨張による固定用孔部の位置ずれを吸収して、主カバー
部の変形が抑制される。
【０１２５】
（１２）主カバー部が、主カバー部２２１の内壁面から突出して設けられ、支持部材の下
部及び上部を保持する突出部（下突出部及び上突出部）を備えている。このとき、上突出
部は、下突出部よりも短く形成される。また、上突出部は、主カバー部２２１の端部近傍
に設けられ、下突出部は、上突出部２２９ｂの照明装置１の光照射方向（床方向）に近い
側に隣接して設けられる。このため、支持部材２４が主カバー部２２１に取り付けやすく
なる。
（１３）主カバー部に設けられた支持部材を保持する突出部（下突出部及び上突出部）の
長さが、図８に示す従来の下突出部及び上突出部よりも十分に長く形成される。このため
、主カバー部が支持部材２４をしっかりと保持することが可能となり、主カバー部と支持
部材との固定箇所を１か所としても十分に固定され、主カバー部の変形が生じない。
（１４）照明装置の器具本体が取付部材と側板とで構成され、側板が樹脂材料により形成
される。このため、側板の成形性が向上し、取付部材との係合部が形成しやすくなる。ま
た、側板に照明装置の制御のための機能部（例えば受光部、無線受信部、センサ又はスイ
ッチ部）を付加することが容易となる。この場合、側板を交換することで照明装置が有す
る機能を容易に追加、変更することができる。
【０１２６】
（１５）照明装置の発光ユニット内の支持部材の両端が支持部材の基板支持面の裏面より
も光照射方向に突出して形成された凸部を有する。これにより、ヒートシンクとしての機
能を有する支持部材の一部である凸部２４ｃが器具本体１０の外部に向かう方向に突出し
て形成されるため、支持部材２４のヒートシンクとしての機能が向上する。その結果、照
明装置の放熱性が向上する。
（１６）発光ユニットにおいて、透光性カバーの主カバーの端部（器具本体と対向する長
辺）が、支持部材の電源部支持面と同等の位置又は電源部支持面よりも光照射方向側に位
置するように形成される。これにより、器具本体内に入り込む主カバー部をできるだけ少
なくすることができる。このため、発光素子２１から照射される光の損失が少なくなり、
また、光を効率的に床側等の光照射方向側に導くことができる。
（１７）支持部材が、発光素子基板（基板群）を支持する基板支持面と、基板支持面の裏
面で電源部を支持する電源部支持面と、電源部の両側に延出する延出部とを有している。
これにより、支持部材の延出部と、電源部の側面と、器具本体の側縁部の内壁とで囲まれ
た第１の空間部が形成される。第１の空間部には、配線等を収容することができるため、
配線によって器具本体に対する発光ユニットの取付けが阻害されることがなくなる。
（１８）主カバー部が、平坦形状に形成された底面部と、底面部より厚みが薄く形成され
て底面部に対して傾斜する傾斜部と、を有している。主カバー部は、樹脂材料で形成され
ており、均一に分散された拡散材を含む。このため、透光性カバーのうち底面部を透過し
た光は、ＬＥＤ等からなる発光素子の強い光を拡散して室内全体を明るく保つ効果がある
。また、傾斜部を透過した光は、発光素子の強い光が拡散しにくいため、暗くなりがちな
照明装置直下以外の空間を明るく保つ効果がある。そして、底面部を透過した光と傾斜部
を透過した光とにより、室内全体を明るく保つことができる。
【０１２７】
［その他］
　本発明の範囲は、図示され記載された例示的な実施形態に限定されるものではなく、本
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発明が目的とするものと均等な効果をもたらす全ての実施形態をも含む。さらに、本発明
の範囲は、請求項により画される発明の特徴の組み合わせに限定されるものではなく、全
ての開示されたそれぞれの特徴のうち特定の特徴のあらゆる所望する組み合わせによって
画されうる。
【符号の説明】
【０１２８】
１　照明装置
１０　器具本体
１３　バネ部
１１１　取付凹部
２０　発光ユニット
２１　発光素子
２２　透光性カバー
２２１　主カバー部
２２２　第１エンドカバー
２２３　第２エンドカバー
２４　支持部材
２４ｄ　貫通部
２５　基板固定部材
２８　電源部
【要約】
【課題】照明装置において、取付部材に取り付けられたエンドカバーの位置が移動するこ
とを防止する。
【解決手段】照明装置が、発光ユニットと、前記発光ユニットが取り付けられる器具本体
と、を有し、前記発光ユニットは、発光素子と、前記発光素子が実装される発光素子基板
と、前記発光素子基板を支持する支持部材と、前記発光素子を覆う主カバー部と、前記主
カバー部の両端をそれぞれ覆うように取り付けられるエンドカバーとを備え、前記発光素
子から照射される光を透過する透光性カバーと、を有し、前記エンドカバーは、前記支持
部材側に突出する少なくとも２つの突出部を有し、前記支持部材は、前記突出部の内側に
それぞれ設けられた移動規制部を有する。
【選択図】図１６
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